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全国の都道府県宅建協会傘下の10万会員業者の組織力を持つ全宅連の組織概要
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既存住宅売買瑕疵担保保険に関する現状の取組みについて

安全・安心な既存住宅流通について、保険制度の普及促進を図る

観点から、本会グループ団体と住宅瑕疵担保責任保険法人とが提携。
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既存住宅売買瑕疵保険の活用状況について①(宅建業者売主)

全国の宅建協会員のうち構成されるモニター会員へアンケート調査を実施(有効回答数440社)。
買取再販の有無と既存住宅売買瑕疵保険の付与の状況について調査をおこなった。

(公社)全国宅地建物取引業協会連合会 「令和2年度不動産税制等に係る消費者実態調査」2019年4月

買取再販物件に係る瑕疵保険の
付保状況について
上記で「あった」とお答えいただいた方に
対し、買取再販物件に係る瑕疵保険の付保
の状況についてお教えください。
という質問を行った。
その結果「保険は付けない」が50.0％
「すべての物件に保険を付けている」が25.0％
「付けることもある」が24.2％という結果になった。

自ら売主となって不動産の買取再販を行った案件に
ついて
御社の取引において過去１年間に、自ら売主となっ
て不動産の買取再販を行った案件はありましたか？
という質問を行った。
その結果、「あった」という回答が28.2％、
「ない」という回答が71.4％という結果になった。
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既存住宅売買瑕疵保険の活用状況について② (個人売主)

続いて個人が売主の仲介物件について、昨年4月に施行された改正宅建業法に係る「建物状況調査」の実
施の有無と既存住宅売買瑕疵保険の付与状況について、アンケート調査をおこなった。

売買取引の媒介契約件数について
平成30年4月1日以降における御社の売買取引の媒
介契約件数は何件ですか。そのうち、媒介依頼者
からあっせんの希望があったのは何件でしたか？
という質問を行った。

(公社)全国宅地建物取引業協会連合会「令和2年度不動産税制等に係る消費者実態調査」2019年4月

＜売主側>
(n=301)

＜買主側>
(n=233)

媒介取引をしたうち建物状況調査を実施した件数
について(※あっせんの有無にかかわらず)
左記媒介件数のうち、実際に建物状況調査をおこ
なった件数をきいた。(宅建業者のあっせんの有無
に係らず調査を実施した件数)
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既存住宅売買瑕疵保険の活用状況について② (個人売主)

既存住宅売買瑕疵担保保険の加入について
左記でお答えいただいた方に対し、既存住宅売買
瑕疵担保保険に加入した件数は何件ですか？
という質問を行った。

(公社)全国宅地建物取引業協会連合会 「令和2年度不動産税制等に係る消費者実態調査」2019年4月

建物状況調査を実施して不具合の有無
前頁の実際に建物状況調査を実施した場合におい
て、不具合が「有」、「無」となった件数はそれ
ぞれ何件ですか？ という質問を行った。
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既存住宅売買瑕疵保険についての課題

【住宅瑕疵担保保険を利用しない主な理由】 ※本会モニター会員アンケートから

・物件価格や建物価値等に関係なく、一律で保険料が設定されており、安い価格帯の物件に対し
て保険料のコストが高い。

・保険の検査や手続きが面倒。不動産の売却は販売開始からなるべく早く成約に結び付けたいこ
とから、保険を利用するとその分スケジュールも遅れる。

・保険を付ける為の改修工事が事業的に負担となる。コストアップに対して物件価格を高く設定
すると、結果売りづらくなる。

・一般消費者の住宅瑕疵担保保険の理解度・制度の浸透度は現段階においては低い。保険につい
てこだわらない消費者が多く、それよりも物件の価格を重視する傾向が強いのが現状。

⇓

一般消費者のニーズや理解度等が低いことから、物件に住宅瑕疵担保保険を付保しても、必ず
しも物件価格の上昇につながっていないのが今の現状。これらの現状を変えていくために、何
らかの施策が必要と考える。

【今後さらなる普及促進を図るために】

・瑕疵保険の検査、建物状況調査、フラット35の適合検査等、既存住宅の流通に係る検査制度が
複数存在するためコストの増大を招いているほか、宅建業者、消費者いずれにとってもわかり
づらくなっている。これら制度の普及促進を図るには検査制度の合理化・統一化を図ることが
重要。
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安心R住宅について① 全宅連安心R住宅の概要

全宅連安心R住宅は宅建業者売主を対象とし、すべての物件に既存住宅売買瑕疵保険
の付保を要件としている。
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安心R住宅について② 全宅連安心R住宅の実施状況

全宅連安心R住宅実績
2018年10月から2019年6月まで

利用する会員(特定構成員登録者)
93事業者

安心R住宅実績数(安心R住宅調査報告書提出数)
合計82件
(内訳)・一戸建て 64件

・マンション 18件
全てリフォーム済み、瑕疵保険付保

本会では昨年10月より事業を開始し、傘下会員等に対
して積極的に制度周知を展開。制度の普及促進につとめ
ている。

制度周知用の専用HPを公開

制度説明動画を製作・公開

会員向け制度パンフレット作成 消費者向け制度リーフレット作成

これに対し実績は

(公社)全国宅地建物取引業協会連合会
「令和2年度不動産税制等に係る消費者実態調査」2019年4月

安心R住宅に関する会員の意識は
本会モニター会員に対し安心R住宅を利用して
みたいかの質問に対して、約65％が「どちらと
もいえない」と回答
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安心R住宅制度の課題

【安心R住宅について会員の主な意見】

・安心R住宅であることが、消費者にとって物件を選ぶ際の重要なポイントになっていない。

・安心R住宅について、その制度・意義について一般消費者はほぼ意味がわからない状況。ロゴ
マークを使用するメリットに疑問を感じる(費用対効果が低いイメージ)。

・安心R住宅であることの判断は各宅建業者任せになっているため、後々クレームになるのでは
ないか。

【運用面について】

・標章(ロゴマーク)の使用に関し、運用が厳しい。広告掲載する段階において保険の検査等を完
了している必要があり仲介業務の仕組みにそぐわない。例えば対象となる住宅が既存住宅売買
瑕疵保険の付保を要件とした場合、保険の検査の実施を広告時点とせずにケースによって広告
後の実施も可能となるよう、柔軟な運用が必要。

・規程では構成員が指定した者（客付業者）も一定の要件のもと、標章を使用することができる
とされているが、その責任と要件については構成員とほぼ同様の要件を求められており、広告
掲載に係る責任の負担を懸念して安心Ｒ住宅の広告を出さない客付業者も存在する。安心Ｒ住
宅の普及促進を図るためには、流通の阻害とならないような対応が必要。

⇓

【今後さらなる普及促進を図るために】

制度開始以来、事業者団体としての運用状況、及び会員からの意見を勘案すると、従来の宅地
建物取引実務の流れと標章使用のルールとがあっていないことが普及が促進しない要因の一つ
であると考える。今後規程の見直しも含め柔軟な運用を実施することにより、さらなる普及促
進が図れるのではないか。
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